
「救う会大阪」機関紙 ０2８号－３    平成１９年１月２２日 

「故郷へ、故郷へ、故郷へ、故郷へ」 
   

北朝鮮に拉致された日本人を奪還する会・大阪（救う会大阪）  
〒 560-0085 大阪府豊中市柴原町 1-3-25-506   TEL ０９０－３７１０－４８１５  ＦＡＸ ０６－６８３５－０９７４ 

http://www3.ocn.ne.jp/~sukuu-o/ 
      

の街頭署名 スパイ防止法の制定を求めて 
 
 
 
 
 

１ 平成１８年度前期活動報告 
（１）憲法改正を訴えビラ撒き（５月13日 芦屋市民会館） 

「徳永信一弁護士、中西輝政教授 ＶＳ 土井たか子元党首、大谷昭宏キャスター」 

（２）北朝鮮の広報部隊「金剛山歌劇団」地方自治体後援取り消しと問題の追及 

（３）北朝鮮産「マツタケ」の販売禁止運動 
 

２ 今後の活動計画 
    私たちははちょうど今から１０年前、平成８年秋、（その頃は「救う会阪」という名称もありま

せんでした）、どこよりも早くこの拉致問題に注目し、救出の声を挙げました。それ以来ブルーリ

ボン配布５万本、街頭署名約５０回、集会は大小１０回を数え、救出運動の最先端を突っ走ってき

ました。その甲斐あって、マスコミが動き、まだまだ不十分ですが政府が動きだしました。我々の

微々たる運動が功を奏したと自負しております。しかしここまで来ると後は政府と政府の問題、安

倍総理にお任せするより手はありません。 

    そこで私たちは、次に何をしなければならないのかを考えました。そのためには（国内問題とし

て）①なぜこのような拉致事件が起きたのか。②なぜこのように解決が長引いたのか。③全面解決

にいつまでかかるのか。④これから拉致事件が起きる心配はないのか。等々。①に関しては「スパ

イ防止法」のようなものがなかったから。②に関しては武力を背景として交渉が出来なかったから。

③については①同様強硬手段が出来ませんから・・・・。④は①同様今まさに新たな拉致が起きて

いる可能性が十分にございます。要は、未来永劫、国民の安全を保証しようと思えば、№２７号で

も申し上げましたが、大至急「憲法改正（特に９条）」が必要です。そして「（仮）スパイ防止法」

の制定が不可欠だと思慮します。救う会大阪は拉致被害者の直接の救出は政府に任せ、また、刑事

告発された「救う会全国協議会」とは一線を隔て、将来をにらみこの２点に今後の主たる運動を絞

っていきたいと思います。憲法改正は機会あるごとに、また「スパイ防止法」に関しては、この法

制化を求めて活動している「日本戦後一新の会」を全面的に応援、共闘して行きたいと考えており

ます。そこで上記日時に「スパイ防止法」制定を求めた請願署名をおこないます。そして、これか

らも日々起きるであろう諸問題は、今まで通り「即対応」の姿勢で対処していきたいと思います。

更なるご支援をお願い申し上げます。 

※「日本戦後一新の会」は「救う会大阪」同様、「ＭＡＳＵＫＩ情報デスク」で事務を取り扱います。 
 

３ 活動資金ご協力のお願い 
私たちに特定のスポンサーはおりません。活動資金のご協力を伏してお願いいたします。   
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